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○令和４年度いの町中山間地域介護サービス確保対策強化事業補助金交付   

要綱 

令和４年４月１日 

告示第２０号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、いの町補助金交付規則（平成１６年いの町規則第４５号。

以下「規則」という。）第２０条に基づき、いの町中山間地域介護サービス

確保対策強化事業補助金の交付に関し必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 いの町は、高齢者の自立支援、介護予防・重度化防止、及び介護給付

適正化を目指し、中山間地域での介護サービス確保対策を強化するため、い

の町の中山間地域の高齢者に対し、次条に規定する介護サービスを提供する

介護サービス事業者（以下「補助事業者」という。）に、予算の範囲内で補

助金を交付する。 

（補助対象、基準額、補助率等） 

第３条 補助対象となる介護サービスは、次に掲げるサービス（以下「補助対

象サービス」という。）とする。 

（１）介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８条第

２項に規定する訪問介護、法第１１５条の４５第１項第１号のイに規定する

第１号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）第５条に

よる改正前の法（以下「平成２６年改正前法」という。）第８条の２第２項

に規定する介護予防訪問介護に相当するもの（以下「訪問介護」という。） 

（２）法第８条第３項に規定する訪問入浴介護及び法第８条の２第２項に規定

する介護予防訪問入浴介護（以下「訪問入浴」という。）  

（３）法第８条第４項に規定する訪問看護及び法第８条の２第３項に規定する

介護予防訪問看護（以下「訪問看護」という。）  

（４）法第８条第５項に規定する訪問リハビリテーション及び法第８条の２第

４項に規定する介護予防訪問リハビリテーション（以下「訪問リハビリテー

ション」という。） 
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（５）法第８条第７項に規定する通所介護、法第１１５条の４５第１項第１号

のロに規定する第１号通所事業のうち平成２６年改正前法第８条の２第７項

に規定する介護予防通所介護に相当するもの（以下「通所介護」という。） 

（６）法第８条第８項に規定する通所リハビリテーション及び法第８条の２第

６項に規定する介護予防通所リハビリテーション（以下「通所リハビリテー

ション」という。）  

（７）法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護 

（８）法第８条第１８項に規定する認知症対応型通所介護及び法第８条の２第

１３項に規定する介護予防認知症対応型通所介護（以下「認知症対応型通所

介護」という。） 

（９）法第８条第１９項に規定する小規模多機能型居宅介護及び法第８条の２

第１４項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護（以下「小規模多機能

型居宅介護」という。） 

２ 補助対象の区分、基準額、補助率等については、別表第１、第１－２に定

めるとおりとする。 

（補助金の交付の申請） 

第４条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第１号様

式による補助金交付申請書に必要書類を添え町長に提出しなければならない。 

（補助の条件） 

第５条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

（１）補助の内容等を変更する場合は、事前に別記第２号様式による補助事業

変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならないこと。た

だし、補助金額の２０パーセント以内の減額及び軽微な変更（補助対象事業

相互間で２０パーセントを超えない変更をいう。）は、この限りでない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に別記第２号様式による

補助事業中止（廃止）申請書を町長に提出し、その承認を受けなければなら

ないこと。 

（３） 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指

示を受けなければならないこと。 
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（４） 補助金及び補助事業に係る証拠書類の管理については、収入及び支出を

明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、当

該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して５年間保管しな

ければならないこと。 

（５） 通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護及び小規模

多機能型居宅介護の事業者については、送迎の実施の有無についての記録を

作成しなければならないこと。 

（６） 補助事業の実施に当たっては、別表第２に掲げるいずれかに該当すると

認められるものを補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等の

暴力団等の排除に係るいの町の取扱いに準じて行わなければならないこと。 

（７） 補助事業の実施に当たっては、県税を滞納しているものを補助事業者と

しないこと。 

（８） 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要があると認めて指示した事項 

（補助金の交付の決定の通知） 

第６条 町長は、第４条の規定による補助金の交付申請が適当であると認めた

ときは、補助金の交付を決定し、別記第３号様式により当該補助事業者に通

知するものとする。この場合において、適正な補助金の交付を行うために必

要があると町長が認めるときは、補助金の申請に係る事項に修正を加えて補

助金の交付を決定することができる。 

（実績報告） 

第７条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、別記第４号様式による実

績報告書を補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日

から起算して３０日を経過した日又は翌年度の４月１５日までのいずれか早

い日までに町長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第８条  補助金は、規則第１４条の規定により交付すべき補助金の額を確定し

た後に交付するものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成する

ため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。 

２ 補助事業者は、概算払を請求しようとするときは、別記第５号様式による

概算払請求書を町長に提出しなければならない。 
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（遂行状況の報告） 

第９条 補助事業者は、別記第６号様式により、毎月１０日までに前月のサー

ビスに係る事業の実績を報告しなければならない。 

また、町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の

遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。 

 

（補助金の返還等） 

第１０条 いの町は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金

の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返

還させることができる。 

（１） 補助事業が完成しないとき又は補助事業の実施が不適当と認められると

き。 

（２） 補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき。 

（情報の開示） 

第１１条 補助事業又は補助事業者に関して、いの町情報公開条例（平成１６

年条例第１６号）に基づく開示請求があった場合には、同条例第６条各号の

規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和５年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、第５条第４号及び第９条から第１

１条までの規定は同日以降もなおその効力を有する。 


